
 

 

 

 
 

 和 歌 山 県 と 株 式 会 社 サ ン コ ー は 

  災害時の物資の調達等に関する協定を締結します 
 
 
 

和歌山県では、災害時に被災者が必要とする物資を円滑に調達できるように、

民間企業等と協定を締結しています。 

今回、新たに、海南市に本社のある生活用品メーカーの株式会社サンコーと、

災害時の物資の調達等に関する協定を締結します。 
 

 

今回の協定の特徴は、和歌山県のために、平時から携帯トイレ※１を確保してい

ただける点であり、まずは、60万回分を確保していただけることになりました※２。 

また、県の防災啓発活動についても、連携協力して取り組んでいくこととして

おり、その一環として、このたび、啓発用に携帯トイレ3,000回分を寄贈いただけ

ることになりました。 

※1「携帯トイレ」は、凝固剤と袋がセットとなっており、水が使えない環境下でもトイレの役割を担います  

※2 数量は、今後、変動することがあります  

 

なお、協定の締結式は以下のとおり実施します。 

 

◆日 時：令和７年１０月３１日（金）１５時４５分～ 

◆場 所：和歌山県庁本館３階 知事室 

◆出席者：株式会社サンコー  
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和歌山県 記者発表 

令和７年１０月２１日 

（連絡先）災害物資の調達関係 

福祉保健部社会福祉課 

担当：松浦、三田 

電話：073-441-2471 

（連絡先）防災啓発活動関係 

危機管理部防災企画課 

担当：山口、増本 

電話：073-441-2271 

啓発用携帯トイレ 


